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滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県職員等の給与に関する条例（昭和32年滋賀県条例第27号）の一部を

次のように改正する。

第10条の３第２項第１号中「100分の18」を「100分の17」に改め、同項第

２号中「100分の７」を「100分の5.7」に改める。

付則中第15項を削り、第16項を第15項とし、第17項を第16項とする。

付 則

この条例は、平成24年４月１日から施行する。


